
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 基本構想 
 



第１章 甲州市の将来像 

第１節 まちづくりの基本視点 

序論を踏まえ、まちづくりの基本視点を以下のとおりに定め、まちづくりの

すべての分野における基本とします。 

 

 

視点１ 甲州市らしさを創造する、誇りうるまちづくりの視点 

地域資源を活用した観光・交流による甲州市ならではの個性ある産業の創造

と振興を進めるとともに、暮らしや人づくり、地域づくり、芸術・文化の振興

など、多彩な「甲州市らしさ」を創造・発信し、誇りうるまちづくりを進めま

す。 

 

 

視点２ 人と自然が輝く、ふれあいのまちづくりの視点 

自然との共生を基本に、環境を重視した持続可能な循環型の社会づくり、安

全・安心なまちづくりを進めるとともに、だれもが健康を増進し元気になる、

住んでみたい、住んでよかったと思えるふれあいのまちづくりを進めます。 

 

 

視点３ 市民との協働による、自立したまちづくりの視点 

市民と行政がお互いの役割分担を明確にしながら、あらゆる分野において市

民と行政との協働体制の強化を進めるとともに、これに基づく自立した自治体

経営の確立、住民自治の地域づくりを進めます。 



第２節 まちづくりの将来像 

本市は、豊かな自然に包まれ、果樹園風景が広がり、果樹を中心とした農業

が展開されています。さらに数多くの歴史資産と地域文化を有しています。こ

うした本市の特性を伸ばすため、基本視点である「甲州市らしさを創造する、

誇りうるまちづくり」、「人と自然が輝く、ふれあいのまちづくり」、「市民との

協働による、自立したまちづくり」を踏まえ、甲州市の魅力が輝き、多くの人

が訪れ、住んでみたくなる、またすべての市民がずっと住み続けたくなるまち

の実現を目指し、将来像を以下のとおり定めます。 

 

 

豊かな自然 歴史と文化に彩られた 

果樹園交流のまち 甲州市 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本計画が、まちづくりの共通目標として幅広い層に親しまれ、多くの

市民の参画・協働が得られるよう、計画の愛称を、 

 

「甲州市まちづくりプラン」 
 

と定めます。 

「甲州市らしさを創造する、誇りうるまちづくり」 

豊かな自然 歴史と文化に彩られた 
果樹園交流のまち   甲州市 

「市民との協働による、自立したまちづくり」 

「人と自然が輝く、ふれあいのまちづくり」 



第３節 将来像実現のための基本目標 

将来像の実現に向けて、新たなまちづくりの基本目標（６つの施策の柱）を

次のとおり設定します。 

 
基本目標１ 創意に満ちた活力ある産業のまちづくり 

観光・交流を軸として農林業、商工業、地場産業の連携と豊かな自然や地域

資源を最大限に活用し、地域産業の活性化に向けた「創意に満ちた活力ある産

業のまちづくり」を進めます。 

 

基本目標２ 健やかに心ふれあう健康・福祉のまちづくり 

少子高齢化が急速に進行する中、すべての市民が世代を超えて支え合いなが

ら、住み慣れた地域で生涯にわたって健康に、生きがいを持って暮らすことの

できる「健やかに心ふれあう健康・福祉のまちづくり」を進めます。 

 

基本目標３ 快適で安心して暮らせるまちづくり 

定住・交流の促進と市の新たな発展に向け、災害や犯罪、事故に対して不安

のない、快適な暮らしを支える基盤の整った「快適で安心して暮らせるまちづ

くり」を進めます。 

 

基本目標４ 自然と共生する環境保全のまちづくり 

豊かな自然を守り育てるとともに、市民・事業者・行政が連携し、環境保全

に向けて行動する「自然と共生する環境保全のまちづくり」を進めます。 

 

基本目標５ 心豊かな人を育む教育・文化のまちづくり 

次代を担う人材を育成し、だれもがともに学ぶことのできる、甲州市らしい

文化の創造に向け「心豊かな人を育む教育・文化のまちづくり」を進めます。 

 

基本目標６ ともにつくる参画と協働のまちづくり 

市民と行政が協働した魅力ある地域づくりとともに地方分権に対応した自立

した自治体経営の確立に向けて「ともにつくる参画と協働のまちづくり」を進

めます。 



第４節 将来人口の想定 

住民基本台帳から、本市のここ 10 年間の人口推移をみると、平成７年では

38,499 人、平成 12 年では 38,095 人、平成 17 年では 37,308 人と減少

傾向にあり、平成７年から平成 17 年の 10 年間に 1,191 人の減少を示して

います。 

これら過去の人口推移に基づき、コーホートセンサス変化率法（同時出生集

団の一定期間における人口の変化率を計算し、その変化率が将来も変化しない

と仮定して推計する方法）により人口推計を行った結果によると、本市の人口

は今後も減少傾向で推移し、平成 29 年には 33,810 人程度になることが予測さ

れます。 

また、年齢階層別人口の推計結果をみると、年少人口（14 歳以下）は平成

17 年の 5,220 人（14.0％）から平成 29 年には 4,040 人（11.9％）へ、

生産年齢人口（15～64 歳）についても平成 17 年の 22,481 人（60.3％）

から平成 29 年には 18,990 人（56.2％）へ、人数、構成比率ともに減少す

ることが予測されます。一方、老年人口（65 歳以上）は平成 17 年の 9,607

人（25.8％）から平成 29 年には 10,780 人（31.9％）へ、人数、構成比率

ともに上昇することが予測されます。 

世帯数は、平成 17 年の 12,752 世帯から平成 29 年には 12,570 世帯と

減少し、一世帯当り人数をみると、平成 17 年の 2.93 人から平成 29 年では

2.69 人と減少することが予測されます。 

［人口の将来予測値］ 

（単位：人、％、世帯、人／世帯） 

年平均増減率 年 
 

項目 

平成17年 
(2005年) 

平成24年 
(2012年) 

平成29年 
(2017年) 

H17-H24 H24-H29 

総人口 
37,308 
(100.0) 

35,460 
(100.0) 

33,810 
(100.0) 

△0.71 △0.93 

年少人口 
(14 歳以下) 

5,220 
(14.0) 

4,570 
(12.9) 

4,040 
(11.9) 

△1.78 △2.32 

生産年齢人口 
（15歳～64歳) 

22,481 
(60.3) 

20,590 
(58.1) 

18,990 
(56.2) 

△1.20 △1.55  

老年人口 
（65 歳以上） 

9,607 
(25.8) 

10,300 
(29.0) 

10,780 
(31.9) 

1.03 0.93 

世帯数 12,752 12,760 12,570 0.01 △0.30 

一世帯当り人数 2.93 2.78 2.69 - - 

※平成 17 年は実績値（10 月１日現在住民基本台帳人口）。予測値は住民基本台帳人口に基づきコ

ーホートセンサス変化率法による推計をもとに設定したものであり、10 人及び 10 世帯単位と

している。また、構成比率の合計は端数処理のため、100％を上下する場合がある。 



第５節 土地利用の基本方針 

土地は、将来にわたって限られた資源であるとともに、市民の生活や産業経

済等のあらゆる活動の共通の基盤となるものであり、その利用のあり方は、ま

ちの発展や市民生活の向上と深いかかわりを持ちます。 

目指す将来像の実現に向けて、合理的、計画的なまちづくりが進められるよ

う、主要区域の土地利用にかかわる基本的な考え方を次のように定めます。 

 

 

市街地型土地利用 

公共施設や商店、住宅等が集積する人口集中区域については、拠点区域とし

て位置づけ、道路網の整備充実をはじめ、公園等の生活環境・基盤整備を進め

るとともに、商業サービス機能や行政拠点機能、教育・文化機能など多様な都

市拠点機能の充実を進め、人々が集う魅力ある市街地環境の創出に努めます。 

 

 

果樹園居住型土地利用 

農業と共存する集落地域や住宅地については、生活道路や公園の整備、生活

排水処理の充実を総合的に進めて農業環境・自然環境と共生する快適でゆとり

ある居住環境の創出に努め、定住の促進及び地域の活性化を図ります。 

また、農用地については、農業生産基盤の一層の充実をはじめ、整備された

優良農地の保全・活用、遊休・荒廃を防止・解消し、生産性の高い農業生産地

として長期的な活用に努めるとともに、市の特色のひとつである果樹園景観の

保全に努めます。 

 

 

森林・自然型土地利用 

森林については、将来にわたって適正に管理され、国土の保全や水源のかん

養など森林の持つ多面的機能が持続的に発揮されるよう、森林の保全及び育成、

治山対策の促進に努めます。 

また、自然的土地利用を主とする地域で自然体験・交流に活用できる区域に

ついては、自然環境や景観を保全するとともに、レクリエーション・交流空間

としての機能の維持・強化に努めます。 

 

  



第２章 施策の大綱 

第１節 創意に満ちた活力ある産業のまちづくり 

（１）果樹・農林業 

伝統的基幹産業である果樹を中心とした農業を将来にわたり維持発展させて

いくため、生産者、農業関係機関・団体、行政の連携を強化して、担い手の育

成・確保、効率的な生産組織や集落営農体制の強化、農業経営の法人化の促進

等による経営体制の強化をはじめ、土地改良事業及びほ場整備、優良農地の保

全、集出荷施設の整備、農道の整備、用排水施設の整備など農業生産基盤の充

実や、最近深刻になってきている鳥獣被害対策の強化などに努めます。 

さらに、農業関連廃棄物の適正な処理など環境保全に配慮した農業の促進に

努めるとともに、農産物等の直売や学校給食との連携による地産地消への取り

組みと情報網を活用した新たな販売網の構築などを推進します。 

市域の８割を占める森林が将来にわたって適正に整備・管理されるよう、林

道網など生産基盤の整備を進め、林業施業者の確保・育成を図り、森林組合を

核として計画的な育林等の森林施業を促進します。 

また、国土の保全や水源のかん養など森林の持つ多面的機能の持続的発揮に

向け、市民との協働のもと、里山の保全・利用をはじめ、レクリエーション、

憩いの場としての活用など森林の保全と総合的利用に努めます。 

 

 

（２）ワイン産業 

「地域ブランド」であるワイン産業については、品質向上とＰＲによるブラ

ンドイメージの強化を図ります。 

また、日本のオリジナル品種である甲州種ぶどうの発祥地として、産地の活

性化に向けた取り組みを推進するとともに、ワイン専用品種の栽培を支援しま

す。 

さらに、観光や文化面と結びつけたイベント等の開催など地域の活性化やイ

メージアップにつながる施策を展開します。 

 

（３）観光・交流 

観光はこれからのまちづくりや産業振興をけん引する戦略的な産業であり、

他産業や文化などの振興策と連携を図りながら、地域の自然と歴史と地域産業



が結びついた観光開発に努めます。 

また、観光振興計画の策定のもと、地域資源を最大限に生かし、エリアごと

の個性化、エコツーリズム*やグリーンツーリズム*などの体験型観光の振興、

主要観光拠点の整備強化とネットワーク化、多様な媒体を活用した効果的な観

光ＰＲ活動の強化、ホスピタリティ*の向上による受け入れ体制の強化など、多

面的な取り組みを推進し、年間を通じた魅力ある地域として、市内外及び県外

の人々との多様な地域間交流活動を促進し、交流人口の増加と地域の活性化を

図ります。 

 

（４）商工業 

市民への豊かな消費生活の提供とともに、定住を促進する活気に満ちた快適

なまちづくりに向け、商工会等関係団体の育成強化に努めるとともに、これら

と連携しながら、経営体質の強化や後継者の育成、地元商店街ならではの地域

に密着したサービスの展開等を促進します。 

また、市民及び企業等との協働のもと、にぎわいのある空間づくりに向けて

商店街空き店舗対策など既存商店街の再生に向けた環境整備を推進します。 

活力ある地域産業の形成と雇用の場の確保に向け、自然環境や地域の特性な

どに配慮しながら、企業誘致活動を積極的に展開するとともに、地域の人的、

物的資源を活用した産業の創出や農林業、観光との複合経営等、多様な分野に

おける新たな起業の促進に努めます。 

 

（５）雇用・勤労者福祉対策 

企業誘致や新たな産業振興など雇用機会の確保・拡充に努めるとともに、ハ

ローワーク等関係機関との連携のもと、職業相談等の充実、職業訓練等の各種

施策を展開し、若年労働者の地元就職、女性の雇用促進、シルバー人材センタ

ー事業への支援による高齢者の就労促進に努めます。 

また、事業所への啓発等を通じて労働条件の向上や働きやすい環境づくりを

促進するほか、女性や高齢者、障害者等の社会参加を促進するために雇用条件

の向上に努めます。 

                          
* エコツーリズム：環境や社会的なものまで含めての生態系の維持と保護を意識した旅行、リ

クリエーション。 
* グリーンツーリズム：農村での滞在体験。 
* ホスピタリティ：おもてなしの心。 



第２節 健やかに心ふれあう健康・福祉のまちづくり 

（１）子育て支援 

安心して子どもが産め、健やかに育ち、そして育成される地域社会の形成に

向け、次世代育成支援地域行動計画に基づき、相談・教育・情報提供体制の充

実、保育サービスの充実、施設整備や再編の検討、子育て支援のネットワーク

づくり、学童保育（放課後児童クラブ）の充実など地域における多様な子育て

支援の環境づくりを図ります。 

また、乳幼児健診の充実、育児教室の開催、子育てサークル活動支援など、

母性と乳幼児等の健康の確保・増進に向けた施策の展開、子どもを持つ親が働

きやすい環境づくり、地域見守り体制の確立、ひとり親家庭への支援の充実、

関係機関と連携した児童虐待予防への対応など多面的な施策の展開を図ります。 

 

（２）健康づくり 

市民一人ひとりの健康寿命*の延伸を図るため、健康増進計画の策定のもと、

総合的な健康教育・健康相談体制を確立し、市民の自主的な健康づくり活動や

地域ぐるみでの健康活動を促進します。 

また、食育推進計画に基づき、独自に取り組んできた「手ばかり」を中心と

した「食育」を推進し、「食」からの健康づくりに取り組みます。 

さらに、少子高齢化が進む中、子どもの健全な発達に向けた母子保健事業の

充実、生活習慣病予防、介護予防に向けた健診及び保健指導の充実、精神保健

の推進、難病・感染症対策の推進など保健サービスの提供に努めるとともに、

保健・医療・福祉の連携を強化します。 

 

（３）医療 

市民の医療サービスに対するニーズの高度化、多様化や救急医療ニーズの増

大に応えられるよう、市立勝沼病院や市営診療所の充実に努めるとともに、塩

山市民病院をはじめ医師会等関係機関との協力・連携を強化します。 

さらに、へき地医療体制の維持に努めるとともに、近隣自治体とも広域連携

を図りながら地域医療体制の充実に努めます。 

また、東山梨地区の関係機関と協力・連携して休日及び夜間の救急医療が適

切に提供できるよう、救急医療体制の整備に努めます。 

 

                          
* 健康寿命：健康で自立して暮らせる期間。 



（４）地域福祉 

すべての人が安心して暮らせる地域づくりに向け、地域福祉計画の策定のも

と、地域福祉の充実を図ります。 

また、ノーマライゼーション*の理念の啓発・広報活動を推進し、市民の福祉

意識の高揚を図ります。 

さらに、社会福祉協議会をはじめ、民生・児童委員、ボランティア団体など

各種団体の福祉活動を育成・支援するとともに、個人、事業者等がそれぞれの

立場で地域福祉に貢献しやすい環境づくりに努めます。 

 

（５）高齢者施策 

本格的な高齢社会が到来している中、地域で支え合いながら生きがいを持っ

て高齢者が暮らせるまちづくりに向け、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画に基づき、介護予防、在宅福祉等の各種保健福祉サービスの充実を図るとと

もに要介護・要支援の高齢者に対し、各種介護保険サービスの充実に努めます。 

また、総合相談支援・権利擁護、介護予防マネジメント、包括的・継続的マ

ネジメント等の機能を備えた地域包括支援センターを拠点に地域支援事業の推

進を図ります。 

さらに、シルバー人材センターの活用、老人クラブ活動等への支援を行い、

高齢者の社会参加を促進する環境づくりを進めます。 

 

（６）障害者施策 

障害者が地域で自立して安心して暮らせる環境づくりに向け、障害者計画（障

害者基本計画・障害福祉計画）に基づき、相談支援の充実、障害者福祉サービ

ス充実、地域生活支援事業の実施など総合的な自立支援を図るとともに、障害

者団体への支援、障害者関連施設の設置促進、就労機会の拡大や社会参加の促

進に向けた施策の推進に努めます。 

また、障害者が利用しやすい施設整備や道路整備など障害者にやさしいまち

づくりを進めます。 

 

（７）社会保障 

国民健康保険事業は極めて厳しい財政状況にありますが、健全化に向け、保

健事業の推進や医療費適正化対策に努めます。 

また、生活保護世帯の自立・就労支援に向け、関係機関との連携のもと、実

情に応じた自立支援プログラムに沿った生活保護制度の適正な運用を図ります。 

                          
* ノーマライゼーション：障害者も健常者も等しく社会生活をすることが望ましいとする考え。 

 



さらに、国民年金制度に関する広報・啓発活動や相談の充実に努め、制度に

ついての正しい理解の浸透に努めます。 



第３節 快適で安心して暮らせるまちづくり 

（１）土地利用 

自然と調和した生活環境の確保と地域の均衡ある発展に向けて、国土利用計

画（甲州市計画）の策定のもと、農業振興地域整備計画や土地利用関連法との

総合的な調整を図りながら、計画的かつ弾力的な土地利用計画を推進します。 

また、ＧＩＳ*の利用を促進し、土地の適正かつ有効な活用に努めます。 

 

（２）市街地 

市民ニーズに対応した魅力ある市街地の形成に向け、都市計画マスタープラ

ンの策定のもと、市民及び事業者、行政が一体となり、公園や緑地、道路網、

良好な住宅地など計画的な整備配置に努めます。 

また、市民と行政の連携による公園・緑地等の維持管理を促進する仕組みづ

くりを進めます。 

 

（３）景観形成 

本市の特色である果樹園景観の保全と創造、調和のある都市景観の形成を図

るため、市民の意識の高揚を図りながら、景観ガイドラインの策定のもと、景

観保全地域の設定検討など、甲州市らしい、誇りとやすらぎのある地域を目指

して、地域一体となった景観形成を進めます。 

 

（４）道路・交通網 

市民の日常生活や経済活動、広域的な交流を支える基盤としての道路・交通

網の整備に向け、中央自動車道、国・県道等幹線道路やフルーツライン等との

連携や機能分担、市内地域の連携強化等に留意しながら、市内の道路の整備を

計画的、効率的に進めます。 

また、来訪者にわかりやすい標識等の付帯施設や歩道の整備を推進し、道路

整備にあたっては、災害時の対応をはじめ、安全性の確保、バリアフリー化、

環境・景観面に配慮した道路づくりを進めます。 

さらに、市民の身近な移動手段確保のため、関係機関と連携し、地域循環バ

ス等の市民ニーズに即した効率的な運行を図るとともに、民間路線バスの維

持・確保に努めます。 

                          
* ＧＩＳ：Geographic Information System。地理情報システム。位置や空間に関する情報を

持ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加工し、視覚的に表示できる高度な

分析や迅速な判断を可能にする技術。 



 

（５）住宅・宅地 

多様化する住宅ニーズへの対応と定住促進に向け、民間と連携して快適でゆ

とりある良質な住宅供給を検討していくとともに、定住につながる魅力的な住

宅用地の確保・供給を推進します。 

また、市営住宅については計画的な改修・整備を進めます。 

さらに、首都圏に近接する立地条件を生かし、都市と地方の両方に住居を持

ち、頻繁に行き来する「交流居住」施策を進めます。 

 

（６）地域情報化 

情報通信技術を活用した市民生活の質的向上と地域社会の活性化に向けて、

市内に整備されたケーブルテレビ網を活用し、暮らしに密着した様々な情報提

供サービスの充実をはじめ、多様な分野における情報ネットワークの整備など

情報格差のない市全体の情報化を推進します。 

また、情報セキュリティ対策の強化や情報化に関する教育・研修を推進しま

す。 

 

（７）治山・治水 

土砂災害や水害を未然に防ぐため、河川や排水路の整備、急傾斜地崩壊危険

箇所等の整備を図るとともに、市民との協働による河川・排水路の維持管理及

び保全、洪水土砂災害ハザードマップ*などによる市民の土砂災害への意識の高

揚、森林の保水機能の向上など一体的な治山・治水対策の推進を図ります。 

 

（８）消防・防災 

地震、風水害などあらゆる災害に強い安全・安心なまちづくりの実現に向け、

常備消防・救急体制の充実、消防団の活性化と装備の充実に努め、市民の防災

意識の高揚や自主防災組織の育成、公共施設の耐震化、防災行政無線のデジタ

ル化など防災施設の整備充実、孤立地域対策等地域防災計画に基づく防災体制

の充実に努めます。 

また、国民保護計画に基づいた、緊急時の対処措置などの体制整備を図りま

す。 

 

（９）交通安全・防犯 

危険箇所の道路改良やカーブミラーなどの交通安全施設の整備促進、警察や

                          
* ハザードマップ：被害想定図。 



関係団体等と連携した交通安全教育・啓発活動を推進し、市民の交通安全意識

の高揚に努め、安全な地域社会づくりを推進します。 

また、防犯灯の設置や警察など関係団体等と連携した防犯体制を強化すると

ともに、市民の防犯意識の高揚に努め、犯罪のない安全な地域社会づくりを推

進します。 

 

（１０）消費者対策 

生活様式の多様化、情報化、高齢化等の進展に伴い、契約、販売方法などに

関する消費者問題が増加し、その内容も複雑多様化する中、県民生活センター

など関係機関と連携のもと、消費生活相談体制の充実や啓発活動の推進を図り、

より安全で安心した消費生活が送れるよう自立する消費者の育成に努めます。 

 

 



第４節 自然と共生する環境保全のまちづくり 

（１）環境保全 

自然と共生するまちとして、環境基本計画の策定のもと、豊かな自然環境の

保全をはじめ、公害や環境汚染防止に向けた取り組み、省エネルギーの推進な

ど地球温暖化防止に向けた取り組み、新エネルギーの活用検討など環境負荷の

少ない生活様式への取り組みなど、市民・事業者・行政が協働して環境保全に

向けた取り組みを推進します。 

また、森林の保全、緑化運動の促進など緑の保全に努めます。 

さらに、不法投棄などの防止に向けた啓発活動や監視体制の充実に努めます。 

 

（２）環境衛生 

循環型社会の形成に向けて、３Ｒ*を推進するため、ごみ分別の徹底のための

啓発活動、リサイクル体制の充実などに努めるとともに、広域的連携を基本と

した安定的なごみ収集・処理体制の確立を推進し、市民・事業者・行政が一体

となったごみの適正処理の向上に努めます。 

また、生活排水処理基本構想と一体となったし尿処理を推進します。 

 

（３）水道 

安全で良質な水の安定供給を図るため、市民の生活様式及び生活環境の変化

に伴う水需要増大への対応、災害への対応、施設の老朽化等を見据え、計画的

かつ効率的な施設整備を行うとともに水道事業の健全運営に努めます。 

 

（４）下水・排水処理対策 

豊かな自然を誇るまちとして、中小河川の水質保全と生活環境の向上のため、

生活排水処理基本構想及び公共下水道基本計画に基づき、地域の実情に応じて

公共下水道事業、浄化槽（合併処理）設置事業の推進に努めます。また、公共

下水道整備済み地区における加入促進と設置された浄化槽の適正な維持管理に

向け、市民の理解と協力のもと下水・排水処理対策を推進します。 

 

                          
* ３Ｒ：循環型社会の形成に向けた取り組みとして、リデュース（発生抑制）、リユース（再

使用）、リサイクル（再生使用）の頭文字（Ｒ）を総称したもの。 



第５節 心豊かな人を育む教育・文化のまちづくり 

（１）幼児・学校教育 

幼児教育においては、保育所・幼稚園と連携した幼児教育機能の充実を図る

ため、情報の提供や相談体制の充実に努め、家庭における適切な親子関係、し

つけなど、家庭や地域の教育力の強化を推進します。 

義務教育においては基礎的・基本的な学力の向上、子どもたちが社会のルー

ルや命の大切さを身につけ、個性や創造性を伸ばし、社会に貢献できる人間と

して成長することができるよう教育内容の一層の充実を図ります。 

また、学校給食における食育や地産地消の推進、国際化や情報化、環境問題

など社会変化に対応した取り組みなど、地域性を生かした特色ある教育・特色

ある学校づくりを推進します。 

さらに、不登校やいじめなど心の問題への対応、特別支援教育の充実など家

庭や地域と連携して総合的な教育環境の向上に努めます。 

学校施設については、耐震化をはじめ、老朽施設の対応、教材備品の充実に

努めるとともに学校規模の適正化について検討します。 

 

（２）青少年健全育成 

青少年を取り巻く状況が著しく変容する中、次世代を担う青少年の健全な育

成を図るため、青少年育成市民会議を中心に家庭や学校、地域と連携をとりな

がら、地域活動への参加促進、体験学習の充実に努めます。 

 

（３）生涯学習 

市民一人ひとりが心豊かに生きがいのある充実した生活を営み、活力に満ち

た地域社会を形成するため、生涯学習推進計画に基づき、地域特性を生かした

講座や世代に応じた講座など学習プログラムの充実、各関係団体の育成や自立

的活動の支援、生涯学習活動に関する情報提供、芸術・文化の鑑賞や発表の機

会の充実に努め、市民の芸術・文化活動の振興を図ります。 

さらに、文化施設の充実・活用に努め、子どもから高齢者まであらゆる世代

のだれもがいつでも学べる生涯学習の環境づくりを推進します。 

 

（４）生涯スポーツ 

市民の健康に対する意識が高まっている中、それぞれの年齢、趣味、体力に

応じた生涯スポーツ活動を行うことができる環境づくりに向け、体育協会や各



種スポーツ団体・クラブの育成・支援、指導者の育成・確保、スポーツ大会の

充実などに努めるとともに、総合型地域スポーツクラブ*の育成を図ります。 

また、既存のスポーツ・レクリエーション施設の充実及び有効活用を図りま

す。 

 

（５）地域文化 

地域の貴重な文化遺産については、有形、無形を問わず調査・保存を進めま

す。 

また、暮らしの中に息づく地域の歴史や文化的遺産、伝統芸能の振興と継承

に向け、地域に根ざした芸術・文化活動の支援に努めるとともに、芸術・文化

の鑑賞や発表の機会の充実に努めます。 

 

 

                          
* 総合型地域スポーツクラブ：地域において子どもから高齢者まで様々なスポーツ活動を行う

ことができるスポーツ団体。 



第６節 ともにつくる参画と協働のまちづくり 

（１）協働のまちづくり 

市民と行政がそれぞれの役割と責任を持って、ともに関わり合いながら、協

働してまちづくりの課題解決に取り組む体制づくりに向けて、区長会や地域協

議会などとの連携を強化するとともに、協働のまちづくり推進の基本となる自

治基本条例の制定を検討します。 

さらに、多様な市民活動団体やボランティア、ＮＰＯ*の育成・支援や、国内

外の友好都市交流など人と地域のネットワークづくりを推進します。 

また、広報紙や市ホームページ、ケーブルテレビなどを活用した広聴・広報

活動を一層充実させ、行政からの積極的な情報提供に努め、協働に向けた市民

と行政の情報共有を図ります。 

各種計画策定における委員の一般公募やパブリックコメント制度*を推進し、

市民の政策形成過程に参画する体制づくりを強化します。 

 

（２）地域活動 

地域社会を取り巻く環境が大きく変化し、若年層の流出や急速な高齢化によ

る基本的なコミュニティ機能の低下が懸念されている中、自主的なコミュニテ

ィ活動の活性化と地域からのまちづくりに向け、交通安全・防犯や防災、地域

福祉など様々な課題に対応する市民主体のコミュニティ活動の支援、コミュニ

ティ活動に必要な情報の提供などを図ります。 

また、活動の拠点となる集会所等の施設整備・充実を図るとともに市有建物

の有効利活用を促進します。 

 

（３）男女共同参画・人権の尊重 

男女がともに輝く男女共同参画社会の実現に向け、甲州市男女共同参画プラ

ンに基づき、市民への意識啓発を推進するとともに、政策・方針決定の場への

女性の登用、家庭、学校、地域、職場等における男女平等、女性が仕事と家庭・

地域生活を両立しやすい環境づくり、ＤＶ*など女性に対するあらゆる暴力の根

絶に向けた環境整備、様々な分野における女性の参画の拡大を図り、男女が性

別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる環境づくりに努めます。 

                          
* ＮＰＯ：NonProfit Organization。民間非営利組織。 
* パブリックコメント制度：政策を計画決定する過程で、原案を公表し、市民の意見を求め、

それに考慮して決定する制度。 
* ＤＶ：Domestic Violence。配偶者等からの暴力。 



また、女性、子ども、高齢者、障害者、外国人等に対する差別や偏見をなく

し、すべての市民が平等に尊重され、一人ひとりが人権に対する理解と認識を

深めていくことに努めます。 

 

（４）自治体経営 

自治体を取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、限られた資源（人・物・財

源）による効率的な自治体経営の推進を図るため、あらゆる分野にわたる経費

の見直しや自主財源の確保を図ることはもとより、行政改革大綱（改革推進プ

ログラム）に基づき、行政評価システムの導入による目標管理型の行政運営体

制の確立、人事評価制度の充実、職員の定員管理、適正配置、能力向上など、

新たな制度の導入や体制づくりに取り組みます。 

また、情報化による行政サービスの迅速化や利便性の向上、連結バランスシ

ート*の作成等財政状況の分析・公表など、市民との情報共有のもと、コストと

サービスのバランスを考えながら、市民の納得度が高まる行政サービスの提供

を図ります。 

さらに、広域で行うことにより効率化が図られる分野では共同事務処理の推

進を図るとともに、県の合併推進構想などを参考に、地方分権時代にふさわし

い自治体規模等について検討するなど、隣接する自治体との合併について検討

します。 

また、市民の利便性やサービスの向上、行政事務の効率化等を図るため、庁

舎の整備を推進します

                          
* 連結バランスシート：自治体および行政サービスを行う関連団体を含め財政状況の全体像を

まとめた（連結した）貸借対照表。 



 


